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氏名                   

 

令和2年3月4日実施 四国運輸局 

法令試験問題 

解答用紙 

 

問題１ 

 

 

 

問題２ 

 

 

 

１  ２  ３  ４  ５  

６  ７  ８  ９  10  

11  12  13  14  15  

16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  

①  ②  ③  ④  ⑤  
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令和2年3月4日 四国運輸局法令試験問題 

 
 

問題１ 次の記述のうち正しいものには○印、誤っているものには×印を解答用紙に記入

して下さい。 

なお、試験問題中「個人タクシー事業」等の語句の意味は、それぞれ次のとおり

とする。 

・「個人タクシー事業」・・・・・一般乗用旅客自動車運送事業 

（１人１車制個人タクシー） 

・「事業者」・・・・・・・・・・一般乗用旅客自動車運送事業者 

（１人１車制個人タクシー） 

・「タクシー」・・・・・・・・・一般乗用旅客自動車運送事業用自動車 

 

1.  個人タクシー事業者が、営業区域内で乗車した３人の旅客のうち、１人を営業区域

内で下車させ、残りの２人を営業区域外の別々の場所で下車させる運送行為は、道路

運送法違反ではありません。 

 

2.  道路運送法では、一般旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全の確保が最も重要

であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならないことが規定

されています。 

 

3.  道路運送法の規定では、輸送の安全及び旅客の利便の確保のために事業者が遵守す

べき事項は、事業計画に定めることとされています。 

 

4.  道路運送法において一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別

的取扱いをしてはならないことが規定されていますが、個人タクシー事業者はその適

用が除外されます。 

 

5.  タクシー事業者は、その名義を他人にタクシー事業のため利用させることはできま

せんが、家族には利用させることができます。 

 

6.  個人タクシー事業の譲渡及び譲受の場合に限っては、譲渡譲受契約があれば道路運

送法に規定する手続きは必要ありません。 

 

7.  一般乗用旅客自動車運送事業者が道路運送法に基づく命令に違反したときは６月以

内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止を命

ぜられることがあります。 
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8.  個人タクシー事業者は、使用している事業用自動車が故障等により使用できなくな

った場合、一時的にでも自家用自動車を使用して、事業を行うことはできません。 

 

9.  道路運送法の規定では、一般乗用旅客自動車運送事業者は事業に使用する自動車の

外側に使用者の氏名、名称又は記号等を表示しなければなりませんが、個人タクシー

事業者に限っては適用されません。 

 

10.  道路運送法に規定されている一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請書の事業計画

には、営業区域等について記載することになっていますが、自動車車庫の位置及び収

容能力については記載する必要はありません。 

 

11.  道路運送法第４条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとす

る者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限って運転しようとする

場合には、事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載し

た書面の添付を省略することができます。 

 

12.  個人タクシー事業者が、運賃料金をクレジットカードにより精算しようとするとき

は、道路運送法に規定する手続きが必要です。 

 

13.  一般旅客自動車運送事業の運送約款には、損害賠償に関する事項のほか、交通事故

に係る損害賠償限度額及び補償支払の損害保険会社等についても定めなければなりま

せん。 

 

14.  一般乗用旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合は、

手続きが必要ですが、個人タクシー事業者の氏名又は住所に変更があっても手続きの

必要はありません。 

 

15.  一般旅客自動車運送事業者の譲渡及び譲受が終了した場合、その旨を届け出なけれ

ばなりませんが、個人タクシー事業には適用されません。 

 

16.  個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした者から旅客に対する取扱いそ

の他運輸に関する苦情の申出を受け付けた場合には、苦情の内容等の事項を記録し、

かつ、地方運輸局長に報告し、その記録を整理して１年間保存しなければなりません。 

 

17.  タクシー事業者は、身体障害者補助犬を連れた旅客に対して、運送の引受けを拒絶

することはできません。 
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18.  事業者は、天災その他の事故により、旅客が負傷（重傷）したときは、すみやかに、

その旨を家族に通知しなければなりません。 

 

19.  休憩又は仮眠した場合の地点及び日時は、乗務記録に記録しなければなりません。 

 

20.  事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合、一定の事項を記録し、当該記

録を運行を管理する営業所において３年間保存しなければなりません。 

 

21.  タクシー車両に備え付ける地図は、旅客自動車運送事業運輸規則において、少なく

とも営業区域内の一定の事項その他地方運輸局長が指定する事項が明示された地図で、

地方運輸局長の指定する規格に適合するものと定められています。 

 

22.  旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を

備えなければ、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供してはなりませんが、運送の

途中において当該事業用自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容

易に供給することができるときは、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供すること

ができます。 

 

23.  タクシー事業者は、タクシー車両を常に清潔に保持するほか、毎月２回以上清掃し

なければなりません。 

 

24.  旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、運転操作に円滑を欠くおそれが

ある服装をしてはなりません。 

 

25.  タクシー運転者が、乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場

合には、回送板を掲出しなければなりません。 

 

26.  個人タクシー事業者の場合、１年間に乗務する日数を予め定め、行政庁に届け出な

くても運行できます。 

 

27.  個人タクシー事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」

を毎事業年度の経過後百日以内に、「輸送実績報告書」を毎年５月３１日までに提出

しなければなりません。 

 

28.  旅客が喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、禁煙車である旨を車両に表示して

いれば、一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款の規定により、運転者は喫煙を

中止するように求めることができます。 
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29.  道路運送法等の法令違反により期限更新で１年後との許可期限を付された個人タク

シー事業者は、期限更新日から６ヶ月以内に地方運輸局等が主催する研修を受けるこ

とが義務付けされます。 

 

30.  時間制運賃は、営業所（無線基地局を含みます。）において時間制運賃によるあら

かじめの特約がある場合に適用するので、観光地の周遊の運送には適用できません。 

 

31.  道路運送車両法の規定では、自動車登録番号標を、表示しなくてもその自動車は運

行の用に供することができます。 

 

32.  タクシーの前面ガラスに、運転者が交通状況を確認するために必要な視野を確保で

きれば、前面ガラスにはり付けるものに制限はありません。 

 

33.  タクシー車両の点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から１年間と定められ

ています。 

 

34.  個人タクシー事業者は、業務中に疾病によりタクシーの運転を継続することができ

なくなる自動車事故を引き起こした場合、死傷者が生じていなくても自動車事故報告

書を提出しなければなりません。 

 

35.  旅客自動車事業者は自動車が転覆し、死者又は重傷者が生じた場合は２４時間以内

にその事故の概要を速報しなければなりません。 
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問題２ 次の文章は一般乗用旅客自動車運送事業に関する法令の一部です。 

（  ）にあてはまる最も適切な語句を下欄の枠内から選び、その記号を解答用紙

に記入して下さい。 

（あてはまる語句は、何度でも使用できます。） 

 

 道路運送法 

（目的） 

第一条 この法律は、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）と相まっ

て、道路運送事業の運営を適正かつ（ ① ）なものとし、並びに道路運送の分

野における利用者の需要の（ ② ）及び高度化に的確に対応したサービスの円

滑かつ（ ③ ）な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送

の利用者の（ ④ ）の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総

合的な発達を図り、もつて公共の（ ⑤ ）を増進することを目的とする。 

 

 

ア 福祉 イ 権利 ウ 多様化 

エ 確実 オ 安全 カ 合理的 

キ 専門化 ク 促進 ケ 利益 

コ 秩序     

  



日個連浮間事務所 020304四国運輸局 7/6 

令和2年3月4日実施 四国運輸局 

法令試験問題模範解答 

 

※ この模範解答は運輸局が公式に発表したものではなく、日個連東京都営業協同組合組

織維持対策室にて判断・作成したものです。運輸局の見解とは異なる場合もあり得ます

ので、予めご了承下さい。 

 

問題１ 

 

 

 

問題２ 

 

新型設問はありません。12は運送法施行規則10条の3、26は報告規則という扱いのようで

すが、ここでは全個協の解釈に沿っています。 

35は不適切設問です。 

１ ○ 
運20 

２ ○ 
運22 

３ × 
運27 

４ × 
運30 

５ × 
運33 

６ × 
運36 

７ ○ 
運40 

８ ○ 
運78 

９ × 
運95 

10 × 
運施４ 

11 ○ 
運施６ 

12 × 
規定なし 

13 × 
運施12 

14 × 
運施66 

15 × 
運施66 

16 × 
輸３ 

17 ○ 
輸13+52 

18 ○ 
輸19 

19 ○ 
輸25 

20 ○ 
輸26-2 

21 ○ 
輸29 

22 ○ 
輸43 

23 × 
輸44 

24 ○ 
輸50 

25 ○ 
輸50 

26 ○ 
規定なし 

27 ○ 
報告 

28 ○ 
約款4-2 

29 ○ 
期限更新 

30 × 
運賃制度 

31 × 
車19 

32 × 
保安29 

33 ○ 
点検４ 

34 ○ 
事故2+3 

35 ○？ 
事故2+4 

① カ ② ウ ③ エ ④ ケ ⑤ ア 


